
循環基本計画策定のスケジュール

中央環境審議会（循環型社会計画
部会）での指針案の審議　　　　　

循環基本法の完全施行

関係大臣へ基本計画案を協議

環境大臣による基本計画案の作成
→環境大臣より中環審へ諮問
→中環審での審議
→中環審より環境大臣への答申 　　　　　　　　

閣議決定・国会報告・公表

中環審より環境大臣へ指針を意見
具申

各界からのヒアリング

パブリック・コメント

各界からのヒアリング

パブリック・コメント

平成１３年１月６日

平成１５年３月末までに策定

 法律の期限（平成１５年１０月１日）を前倒し

循環型社会白書（閣議決定）

平成１３年６月（以降毎年作成・公表）

基本計画策定後は、各種施策の進
捗状況を循環白書でフォローアップ

平成１３年６～８月

平成１３年１１～１２月

関係大臣

財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、
経済産業大臣、国土交通大臣

平 成 １４年 １月 １７日 予 定

※以降、概ね５年毎に見直し

平成１４年２月予定

　経済財政諮問会議循環型経済社会に関する
専門調査会、産業構造審議会環境部会廃棄
物・リサイクル小委員会企画ＷＧ


